
 

資料３ 

 

パブリックコメントの実施について 

 

１ 実施目的 

板橋区では、「東京都板橋区区民参加推進規程」（平成 15 年９月 25 日東京都板橋区訓

令第 31 号）の第４条において、区の行政各分野における施策の基本方針又は基本的な事

項を定める計画については、「広く区民に計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、

それに対して提出された意見を考慮して意思決定を行わなければならない。」と定めてい

ます。 

第四期計画となる「板橋区子ども読書活動推進計画 2030」（令和８年度～令和 12 年度）

の策定にあたり、素案に対する区民意見を募集し、最終案（原案）に反映させます。 

 

２ パブリックコメント募集期間 

  令和７年７月８日（火）～７月 31 日（木）の 24 日間 

 

３ 周知方法 

（１）広報いたばし（令和７年７月５日（土）号掲載） 

（２）区ホームページ（令和７年７月５日（土）公開） 

（３）区立図書館、区政資料室、各地域センター（令和７年７月５日（土）閲覧開始） 

 

４ 提出方法 

中央図書館に直接または郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、区ホームページ（パブリックコメン

ト意見提出フォーム）により提出 

 

５ 計画策定までの実施スケジュール 

項目 日付 内容 

パブリックコメントの募集

（予定） 

令和７年７月８日（火） 意見募集開始 

令和７年７月 31 日（木） 意見募集〆切 

パブリックコメントの実施

結果の公表 
令和７年９月以降 区ホームページ等で公開 

計画書（原案）の報告（予定） 
令和７年９月 10 日（水） 教育委員会 

令和７年 12 月２日（火） 文教児童委員会 


